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1 フィールド・パートナーズ概要
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概要

株式会社フィールド・パートナーズ

■設⽴ ︓2007年12月17日
■資本⾦ ︓213,500,000円
■代表者 ︓代表取締役社⻑ ⻑沢 泰輔
■主要株主︓福永 健⼆郎

従業員持株会
役員
損害保険ジャパン株式会社
株式会社環境管理センター

■従業員数︓173名※
■資格者数︓土壌汚染調査技術管理者︓38名※

⼀級土⽊施⼯管理技⼠ ︓42名※
※2024年12月1日現在

主な業務︓土壌汚染調査、土壌汚染対策（埋設物・解体含む）、
各種コストキャップ保証、土壌等コンサルティング



03

PAGE

業績等

売上 ︓26,246百万円

経常利益︓2,476百万円

土壌汚染対策
16,430百万円

2023年11月期

＜調査件数＞ ＜工事実績＞
集計期間︓2018-2022

件数実績︓



２ 土壌汚染とは
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土壌汚染とは

出典︓公益財団法⼈岡⼭県環境保全事業団HPを一部修正
https://www.kankyo.or.jp/survey_analysis/tyosasummary/soilcontamination/
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国内における土壌汚染対応（契機）

①稼働中

⊷法令/条例への対応
・稼働⼯場の廃止に調査契機へ該当
・売却/購入後の開発時に調査契機へ該当

⊶自主的な対応
・環境等への配慮
・売却、購入後の訴求リスクの排除等

⊷法令/条例への対応
・稼働⼯場の建て替え時等に

調査契機に該当

⊶自主的な対応

・CSRの観点で自主的に調査を実施
⇒汚染に遭遇した場合は、⼯場稼働を

継続しながら、拡散防止等の対応を実施
（PFOS、PFOA対応も）

②不動産取引時
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（ 参 考 ） 企 業 を 取 り 巻 く 土 壌 汚 染 関 連 リ ス ク

土地

残土処分“リスク”

法令/条例対応
【義務】

自主対応
【任意】

CSR・商習慣

土壌汚染の懸念がない土地でも、
新築根切⼯事時に”埋土由来汚染”、
“自然由来汚染”に遭遇する可能性がある

土地流動化阻害要因“リスク”
自社基準や業界の商習慣から
土壌汚染リスクを明らかにして
おかなければその後の流動化に
支障が生じる可能性がある

レピュテーションリスク

土地に土壌汚染があることだけでなく、
適切な対応を取らなければ企業の姿勢を含めた
レピュテーションリスクが生じる可能性がある



３ 土壌対応の昔と今
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⼀般的な土壌汚染対応

対象地に関する⾏政届出、地盤情報等を公的な情報から収集し、
対象地の概要を把握し検討を進めるかどうかを判断する情報収集

フェーズ１
（地歴調査）

フェーズ２
（土壌調査）

フェーズ３
（土壌対策）

公的な情報（⼀部は私的な情報）により、対象地における
土壌汚染の可能性（汚染のおそれ）を評価する

土壌汚染の可能性がある場合は、P1結果に基づき、
土壌調査を実施し、土壌汚染の有無及び範囲を確認する

範囲を確定させた土壌汚染を、その後の土地の用途を考慮し、
適切な⼯法により汚染の除去等の対策を実施する
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調査等関連

情報収集

20年前

フェーズ1（P1）

フェーズ2（P2）

現在

⾏政等窓⼝まで出向き、紙（印刷）媒体の
情報を取得

・登記簿 ︓法務局
・届出情報 ︓⾏政窓⼝
・都市計画図︓⾏政窓⼝
・空中写真 ︓国土地理院 etc.

Webの地図上で対象地を囲むと、必要な情報が
1〜3分で出⼒される
⇒P1依頼に前に、検討物件の基本情報を取得し、

検討開始をスムーズに
（次⾴以降︓FPレポート紹介）

調査期間は2〜3週間が当たり前
⇒不動産購入の検討に時間がかかる

調査期間は1週間。大都市部は1〜2日
⇒不動産購入の検討時間が短縮され、

より多くの物件の検討が可能に
（次⾴以降︓SSP1紹介）

分析期間は2週間。
調査期間は1か月〜1.5か月が当たり前
⇒対策費用の把握まで時間がかかる

分析期間は4日間。調査期間は0.5か月〜1か月
⇒対策費用の把握までの時間が短縮され、

意思決定が迅速に
（次⾴以降︓GER紹介）

時間・コストの革新
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（ 参 考 ） F P レ ポ ー ト

■サービス開始︓2020年
■出⼒数 ︓約5,000レポート＠年（2024年実績）

【FPレポートコンテンツ】
・環境関連法令等により指定された地域等
・ハザードマップ関連
・不動産価格（取引価格・成約価格）情報
・施設情報（対象地）
・施設情報（周辺地）
・区域指定情報（土壌汚染対策法）
・区域指定情報（廃掃法）
・区域指定情報（条例）
・土壌汚染に係る情報（公開情報）
・地盤等概要
・空中写真変遷
・⾃治体条例等
・法令
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■サービス開始︓2020年
■利⽤件数※ ︓約1,000件＠年 ※2024年実績

（ 参 考 ） S S P 1 （ S p e e d  S c r e e n i n g  P 1 ）

Web画面からのSSP1依頼も可能

通常のP1と比べて一部の情報は対象外だが、
ほぼ同じ情報で土壌汚染の可能性の評価が可能
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（ 参 考 ） G E R （ 土 壌 環 境 リ サ ー チ ャ ー ズ ）

■設⽴ ︓2018年
■株主構成 ︓環境管理センター51%・FP49%
■分析項目数︓約250,000項目＠年（2024年実績）

コンセプト

GER

・土壌、地下水分析に特化
⇒他の分析を排除し、徹底的な効率化

分析納期 ・4営業日 ⇔ 通常は10営業日前後

分析コスト ・標準的な分析コストから20-40%減

設備投資等

分析補助ロボット

・分析効率化の徹底したレイアウト設計
・現場から分析までのシステム化

（バーコード管理含む）
・補助ロボット等の導入による省⼒化
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⼯事等関連（リスクの引き受け方）

対策技術

契約形態

・掘削除去主体
・ゼネコンや専門会社による原位置浄化等の

技術開発活発

・原則、請負契約。
⇒調査を実施し、汚染範囲を確定させた後、

対策⼯事費用を積算
⇒対策開始後に新しい汚染を発⾒した場合、

想定していた⼯法で汚染が除去されない場合は、
追加契約による精算

・保証の“出始め”
⇒法令に基づく調査が完了した土地に限った保証の

“法令調査保証”が限定的に使用され始める。
保証の認知度は低く、使用される機会も限定的

・保証契約の多様化
⇒保証できる“目的”の多様化、保証のタイミング

の“早期化”により不動産売買時のインフラに

・汚染懸念がある土地ごと土壌専門会社が
引き受ける対応方法が登場

⇒事業者は汚染された土地を所有することで
生じる“リスク”を完全に切り離し、事業に
専念できる

・掘削除去主体は変わらず
・⼀部の会社で新技術の開発はされているが、

20年前と⼯法に大きな変化なし

20年前 現在契約形態の革新

・保証契約が当たり前に
⇒不動産取引における土壌汚染リスクは、

保証でヘッジすることが⼀般的に
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（ 参 考 ） 保 証 の し く み （ 座 組 ）
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（ 参 考 ） 保 証 の 多 様 化 （ 土 壌 汚 染 ）

P1 P2 P3 新築解体

未調査保証 P1情報のみ（土壌調査なし。机上情報のみ）で過去のデータの統計等から、
対象地の汚染状況を推定し、その後の調査で遭遇する土壌・地下水汚染の対策費用（調査費含む）を保証

部分的な土壌調査で調査できない範囲も含めて、対象地の汚染状
況をシミュレーションし、その後の調査で遭遇する土壌・地下水
汚染の対策費用（調査費含む）を保証

部分調査保証

法令調査保証 対策⼯事の⼯法の変更等が生じた場合の
費用をを保証
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（ 参 考 ） 保 証 の 多 様 化 （ 土 壌 汚 染 周 辺 ）

P1 P2 P3 新築解体

アスベスト保証

未調査保証

建物解体時にアスベスト遭遇した場合の
増⼯費用を保証

部分調査保証

法令調査保証

埋設物保証 以後の調査、対策⼯事等で遭遇する地中に埋設されている、
廃棄物、過去建物の基礎等の地中障害物の除去費用を保証

環境汚染
賠償保証

対策⼯事期間中または⼯事完了⼀定期間までにおいて、対象地から
汚染地下水が外部へ流出した場合の、法的な賠償責任を保証

残土保証 新築根切⼯事前に実施する残土調査で遭遇する土壌汚染を運搬処分する費用を保証



４ 産業構造の変化に伴う地方の土壌汚染問題
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産業構造の変化に伴う地方の土壌汚染問題

社会の要請に応えるため産業転換の機運

地方 都市部/都市近郊

意思決定

不動産の
特徴

・土地の値段が比較的高く、売却して売却益を得る
ことが可能な不動産が多い

・情報量が多く、産業が多様なため、不動産購入/
売却の選択肢/機会が多い

・土地の値段が比較的安く、土壌汚染があると、
売却益が⾒込めない不動産が⽐較的多い

・情報量が少なく、産業が比較的均一的なので、
不動産購入/売却の選択肢/機会が少ない

・土壌汚染等の債務を試算し、収支計算の上、
不動産の売買等を決定（原則、利益を残す）

・国内大手企業の関連会社は“損切”をしてでも、
流動化する（資⼒があるため）

・その他企業は少ない情報から得た売却先候補が
希望する収支に⾒合わないときは、“塩漬け”
にする

事業場の閉鎖／事業転換

・土壌汚染等債務の整理は経験豊富な専門会社の
意⾒を聞けることができるため、
考えられる最適の方法が選択できる

・土壌汚染等の対応は地方の調査会社に依頼を
することが多く、調査結果が明らかになった
後の対応に苦慮することが⽐較的多い

専門家
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土壌対応に伴う地銀を取り巻く環境

事業者 事業者 事業者

事業者事業者

業容転換 廃業売却

事業者

融資

・融資先の減少
・貸し倒れリスク

・融資継続・新たな融資先

・融資
・売却先紹介

（地元企業の紹介） 融資

■融資業務に係る土壌対応

・売却に伴う土壌の
扱い

・減算費用の妥当性
検証

・建替に伴う土壌調査、
土壌対策に係る費用の
妥当性検証

・廃業に伴う土壌調査、
土壌対策に係る費⽤の
妥当性検証
（確実な回収、
事前の債務の折込）

P1・P2・P3機会増

土壌対策に係る費用の
妥当性検証は重要
（特に廃業時）

事業譲渡・業容転換
⼯場閉鎖増

産業構造の変化

地銀
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おわりに

土地
土壌汚染

労働環境

労働集約産業だったがDXを推進することで
生産性はまだまだ上げられる

技術革新

技術開発による土壌改良のコストダウンを通じて
不動産価格が低い土地でも流動化できるようになる

土壌汚染対応技術、⾦融スキーム、不動産スキー
ムを駆使し、土壌汚染問題で困らない都市、地方を
創生する

情報活用

散逸している情報を集約したプラットフォームを活用する
ことで、意思決定の短縮、検討機会の増加を図る

新たな
ソリューション

（例）FPレポート、SSP1、など

（例）新たな対策技術

（例）保証-保険スキーム、不動産スキーム

国内にはまだ顕在化していない土壌汚染問題がたくさんある。
新しい技術、仕組みにより、土壌汚染問題を解決を通し、
社会貢献できる。


